
規 則

�愛媛県規則第５号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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第４章 雑則（第２３条―第２７条）

附則

第２６条 省略

（平成３１年４月１日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補

償等の特例）

第２７条 平成３１年４月１日の前日までの間に支給すべき事由が生じ

た条例の規定による補償及び福祉事業（以下この項において「補

償等」という。）のうち、同月１日前に算定された補償基礎額を

基礎として支払われた補償等の額（条例の規定による年金たる補

償並びに第１７条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別

給付金及び遺族特別給付金（以下この項において「年金たる補償

等」という。）にあつては、条例第１６条において例によることと

目次

第１章～第３章 省略

第４章 雑則（第２３条―第２６条）

附則

第２６条 省略
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第２７条の規定は、平成３１年４月１日から適用す

る。

される地方公務員災害補償法第４０条第３項に規定する支払期月

（同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定

により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」

という。）にそれぞれ支払われた額の合計額）は、第１号に掲げ

る額から第２号に掲げる額を控除して得た額（その額が０を下回

る場合には、０とする。）及び第３号に掲げる額を第２号に掲げ

る額に加えた額とする。

� 平成３１年４月１日以後に算定された補償基礎額を基礎として

支払われる額（年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞ

れ支払われる額の合計額）

� 平成３１年４月１日前に算定された補償基礎額を基礎として支

払われた額（年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ

支払われた額の合計額）

� 次のア又はイに掲げる補償等に関する区分に従い、当該ア又

はイに定めるところにより算定される額

ア 年金たる補償等 第１号の支払期月にそれぞれ支払われる

額から前号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得

た額（その額が０を下回る場合には、０とする。）に、当該

年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として知事が

定める率を乗じて得た額の合計額

イ 年金たる補償等以外の補償等 第１号に掲げる額から前号

に掲げる額を控除して得た額（その額が０を下回る場合に

は、０とする。）に、同号に掲げる額が支給された日を基準

として知事が定める率を乗じて得た額

２ 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のため

に必要な事項は、実施機関が定める。

別表第１（第２条の２関係）

１～６ 省略

７ がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事した

ため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

�～� 省略

� ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じ

たぼうこうがん

� １・２―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したた

め生じた胆管がん

� ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆

管がん

 省略

� 省略

� �から�までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん

原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明ら

かな疾病

８～１０ 省略

別表第１（第２条の２関係）

１～６ 省略

７ がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事した

ため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� �から
までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん

原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明ら

かな疾病

８～１０ 省略

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号
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告 示

�愛媛県告示第１２３号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例（昭和４２年愛媛県条例第２６号）第５条の２第１項及び第５条の

３第１項の規定に基づき、当該各項の知事が定める額を次のように

変更し、平成３１年４月１日から適用する。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の左欄に掲げる告示の規定の適用については、これらの規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成３０年５月愛媛県告示第５６４

号。以下「平成３０年告示」という。）

３，９３０円 ３，９４０円

３，９２０円 ３，９３０円

平成３０年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成３０年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２９年５月愛媛県告示第６３７

号。以下「平成２９年告示」という。）

３，９２０円 ３，９３０円

３，９３０円 ３，９５０円

平成２９年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２９年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２８年５月愛媛県告示第６１７

号。以下「平成２８年告示」という。）

３，９３０円 ３，９５０円

平成２８年告示の規定によりなお従前の例に

よるものとされた平成２８年４月１日前の期

間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及

び同日前に支給すべき事由が生じた休業補

償に係る補償基礎額に係る愛媛県議会の議

員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例第５条の２第１項及び第５条の

３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最

高限度額の一部改正（平成２７年５月愛媛県

告示第７０２号。以下「平成２７年告示」とい

う。）

本則

の表

の改

正後

の欄

３，９３０円 ３，９５０円

本則

の表

の改

正前

の欄

３，９３０円 ３，９４０円

平成２７年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２７年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

３，９３０円 ３，９４０円

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２６年５月愛媛県告示第６９６

号。以下「平成２６年告示」という。）

３，９５０円 ３，９７０円

平成２６年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２６年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２５年５月愛媛県告示第６１５

号。以下「平成２５年告示」という。）

３，９５０円 ３，９７０円

平成２５年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２５年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２４年５月愛媛県告示第７１３

号。以下「平成２４年告示」という。）

３，９５０円 ３，９７０円

３，９４０円 ３，９６０円

平成２４年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２４年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２３年５月愛媛県告示第６５９

号。以下「平成２３年告示」という。）

３，９４０円 ３，９６０円

４，０３０円 ４，０５０円

平成２３年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２３年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２２年５月愛媛県告示第６１２

号。以下「平成２２年告示」という。）

４，０３０円 ４，０５０円

４，０６０円 ４，０８０円

平成２２年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２２年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２１年５月愛媛県告示第６７３

号。以下「平成２１年告示」という。）

４，０６０円 ４，０８０円

４，０９０円 ４，１１０円

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号
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�������
�愛媛県告示第１２４号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４４号）第２７条第１項第３号の

規定に基づき、同号の知事が定める率を次のように定め、平成３１年

４月１日から適用する。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例施行規則第２７条第１項第３号の知事が定める率は、同号アに掲

げる区分にあっては同項に規定する年金たる補償等の支給の対象と

された月の初日を、同号イに掲げる区分にあっては同項第２号に掲

げる額が支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の左欄に

掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

率とする。

�������
�愛媛県告示第１２５号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年４月農林水産省告

示第６８１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を西予市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種を定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

平成２１年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２１年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成２０年５月愛媛県告示第８１１

号。以下「平成２０年告示」という。）

４，０９０円 ４，１１０円

４，１００円 ４，１２０円

平成２０年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成２０年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成１９年５月愛媛県告示第１０１８

号。以下「平成１９年告示」という。）

４，１００円 ４，１２０円

４，０７０円 ４，０９０円

平成１９年告示の規定によりなお従前の例によるも

のとされた平成１９年４月１日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべ

き事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条

の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最高限

度額の一部改正（平成１８年５月愛媛県告示第８５６

号）

４，０７０円 ４，０９０円

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで ０．０５

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで ０．０４

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで ０．０３

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで ０．０２

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで ０．０１

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで ０．０１

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで ０．０１

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで ０．０１

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで ０．０１

算定対象日の属する期間の区分 率

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで ０．１１

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで ０．０９

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで ０．０８

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで ０．０６

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西予市（次の図に示す部
分に限る）

西予市宇和町明間１番耕地３３
２番地
岡 田 兵太郎

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る）

東京都品川区平塚２丁目４番
８号
本 多 マ チ

森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る）

西予市宇和町明間５６０１番地

兵 頭 喜 則
森林所有者

西予市（次の図に示す部
分に限る）

西予市宇和町明間４番耕地２４
２番地
兵 頭 浅 吉

抵当権者

西予市（次の図に示す部
分に限る）

西予市宇和町明間４番耕地３３
０番地
兵 頭 平 市

抵当権者

西予市（次の図に示す部
分に限る）

西予市宇和町明間６番戸

薬師寺 彦 六
抵当権者

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号
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書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２６号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成３１年４月愛媛県

告示第３８６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとお
りその要旨を告示する。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浮穴郡�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２７号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成３１年４月愛媛県告示第３２

７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を愛南町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡一
丁目８－１４
� 岸 泰

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字�主９３４
番地
掛 水 秋 盛

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市今在家町４４２番地

山 田 豊 子
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川１９
７番戸
西 田 夏 代

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡美川村黒藤川３５７２番
地
長崎農事實行組合

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字�主１３２５
番地
西 森 清

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字中津２０８０
番地
松 本 吉 一

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字中津４０００
番地
山 内 清

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦１０４

西 東 喜太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５２４

� 江 徳太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦２９５

� 木 甚太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５７

岩 崎 平太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦６３６

大 内 仙太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦６０８

大 東 平
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦３００

金 沢 勝 治
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦７２

間 口 萬 作
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５４８

中 平 長太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５９８

西 川 幾太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５８８

西 本 與 太
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５６８－２

二 宮 音 吉
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５４０

二 宮 庄 八
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦２０６３－９

野 本 又五郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５９２

浜 田 才 治
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５７８

浜 田 重太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦３３３

保 村 勝太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５６

宮 本 弥治平
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦５６３

実 好 傳 吾
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦１０２－１

安 村 房太郎
森林所有者

南宇和郡愛南町（次の図
に示す部分に限る）

南宇和郡愛南町深浦３１２

山 下 勝三郎
森林所有者

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号

８７
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次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

令和元年５月３１日から６月１３日まで

�������
�愛媛県告示第１２９号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

令和元年５月３１日から６月１３日まで

�������
�愛媛県告示第１３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市松神子土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和元年５月３１日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

�愛媛県告示第１３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和元年５月３１日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第１３１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和元年５月３１日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

大頭株式会社 はなえみ訪問看護ステーション 愛媛県西条市楢木２４４番地２サンワタ
チバナ１０２号 平成３１年４月１日 訪問看護

ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター今治 愛媛県今治市北鳥生町１丁目３番５５号 平成３１年４月１９日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

大頭株式会社 はなえみ訪問看護ステーション 愛媛県西条市楢木２４４番地２サンワタ
チバナ１０２号 平成３１年４月１日 介護予防訪問看護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 博 新居浜市田の上１－１７－２３

〃 高 橋 繁 新居浜市松神子２－８－１９

〃 永 易 澄 夫 新居浜市田の上２－４－１８

〃 近 藤 直 新居浜市田の上１－１３－１９

〃 碓 井 正 徳 新居浜市松神子１－１－２７

〃 伊 藤 覚 新居浜市垣生４－１４－１

〃 佐々木 章 文 新居浜市垣生２－７－５

監 事 岡 部 真佐明 新居浜市垣生４－４－８

〃 岡 部 智 晃 新居浜市高田１－７－５７

〃 岡 部 正 明 新居浜市垣生４－４－８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 繁 新居浜市松神子２－８－１９

〃 永 易 澄 夫 新居浜市田の上２－４－１８

〃 佐々木 章 文 新居浜市垣生２－７－５

〃 岩 崎 和 夫 新居浜市田の上１－７－１

〃 近 藤 哲 正 新居浜市田の上１－１６－３７

〃 碓 井 正 徳 新居浜市松神子１－１－２７

〃 村 上 惇 新居浜市又野２－２－２２

監 事 岡 部 智 晃 新居浜市高田１－７－５７

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号
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西条市朔日市新田土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届

出があった。

令和元年５月３１日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

�������
�愛媛県告示第１３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市神拝土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�������
�愛媛県告示第１３６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和元年５月３１日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和元年５月２１日

３ 指定道路の位置

四国中央市金生町下分字田中１０７０番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２７．４６メートル

� 幅員 ４．０５メートル

�������
�愛媛県告示第１３７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和元年５月３１日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和元年５月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字東三本木１５７４番３の一部、１５７５番１の一部、

１５７６番の一部、１５７５番１地先水路及び１５７６番地先道

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ９２．１６メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第１３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

重信川菖蒲堰土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市北吉井土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市樋口土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第１３５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－２６）第１５５２１号 平成２６年
４月９日 住鉱プランテック� 尾藤 俊光 新居浜市新田町３－３－

２０
平成３１年
４月１日

鋼構造物工事業
機械器具設置工事業

建設業の廃止
（全部）

（般－２７）第１７５４１号 平成２７年
７月１７日 �合三樟設計 三木 章 四国中央市金生町下分８６

５
平成３１年
４月８日

土木工事業、建築工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（全部）

（般－２６）第１５７１２号 平成２７年
３月９日 �新居田造園 新居田清和 今治市大西町宮脇甲７３－

５８
平成３１年
４月１１日

土木工事業
とび・土工工事業
造園工事業

建設業の廃止
（全部）

（般－２９）第１２７４３号 平成２９年
７月２１日 �河上土建 河上 哲行 今治市蔵敷町２－４－１３ 平成３１年

４月１２日
土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業

建設業の廃止
（全部）

（般－２６）第１７３２６号 平成２６年
６月１１日 サイプレス・グリーン 中野 正幸 今治市菊間町田之尻２８７ 平成３１年

４月１５日 造園工事業 建設業の廃止
（全部）

（般－２７）第８８１８号 平成２７年
８月１日 �月原鉄工建設 月原 啓五 今治市国分３－１１－３５ 平成３１年

４月１５日 建築工事業 建設業の廃止
（全部）

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 谷 忠 博 西条市朔日市５６番地

監 事 塩 崎 能 治 西条市明屋敷２１３番地

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号
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訓 令

�愛媛県告示第１４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市西岡土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市田窪土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市吉�土地改良区の定款の変更を認可した。
令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市奥松瀬川土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市牛渕上井手土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市牛渕下井手土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市下林上土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市保和土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�������
�愛媛県告示第１４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市揚畑田土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第１５０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年５月３１日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県訓令第３号
庁中一般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年５月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第９号

令和元年５月２２日
伊予市下吾川字北西原１８９３番１、１８９４番１

松山市南斎院町２６３番地４

一蔵建設 株式会社

改 正 後 改 正 前

別表第９（第４条関係） 別表第９（第４条関係）

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号
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知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項 知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

用

地

課

１ 省略 用

地

課

１ 省略

２ 所有

者不明

土地の

利用の

円滑化

等に関

する特

別措置

法の施

行に関

する事

務

１ 地域福利増進事業の実施の

準備に関すること。

� 土地等の立入許可（第６

条）

○

� 障害物の伐採等の許可

（第７条第１項、第３項）

○

２ 所有者不明土地の収用又は

使用の裁定に関すること。

� 裁定（第１０条第１項、第

１４条、第１９条第１項、第４

項、第２７条第１項、第３３

条、第３５条第１項、第３７条

第１項、第４項、土地収用

法第８３条第３項、第４項、

第８４条第２項、第３項、第

８５条第２項）

○

� 関係市町長等の意見聴取

（第１１条第２項、第３項、

第１９条第２項）

○

� 裁定申請があつた場合に

おける公告及び縦覧（第１１

条第４項、第５項、第２８

条、第３７条第２項）

○

� 裁定申請の却下（第１２

条、第１９条第２項、第２９

条、第３７条第２項）

○

� 収用委員会の意見聴取

（第１３条第４項、第１９条第

４項、第３２条第４項、第３７

条第４項）

○

� 権利の譲渡の承認（第２２

条第１項、第２項）

○

� 裁定等の取消し（第２３条

第１項、第２項）

○

� 原状回復命令等（第２５条

第１項、第２項）

○

	 報告の徴収及び立入検査

（第２６条第１項）

○


 登記の嘱託（第３０条第１

項、第３７条第２項）

○

� 担保の取得及び取戻しの

確認（第３５条第１項、土地

収用法第８３条第５項、第６

○
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附 則

この訓令は、令和元年６月１日から施行する。

項、第８４条第３項）

� 損失補償の請求の承認

（第３５条第１項、土地収用

法第８９条第１項）

○

� 立入調査（第３６条第１

項、第３７条第４項）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

令和元年５月３１日 発行

愛 媛 県 報令和元年５月３１日 第８号
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